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尾張旭市選挙管理委員会（令和４年第１２回）会議録

１ 開催日時

令和４年１２月１５日（木）

開会 午前１０時

閉会 午前１０時５５分

２ 開催場所

尾張旭市役所 ２階 ２０１会議室

３ 出席委員

委員長 赤尾勝男

委 員 堤美昭、加藤隆広

４ 欠席委員

１名 森賀則

５ 傍聴者数

０名

６ 出席した事務局職員

書記長 大内裕之、次長 杉浦敬典、係長 堺和彦、書記 森重雄太

７ 議題

付議議案一覧のとおり

８ 会議の要旨

書記長 定刻になりましたので、ただいまから令和４年第１２回選挙

管理委員会を開催いたします。

会議に先立ちまして、本日は、森委員から欠席届が提出され

ておりますが、地方自治法第１８９条第１項の規定により３名

以上の委員の出席で委員会は開催できますので、本委員会は有

効に成立しております。

本日の議案は、市長選挙及び愛知県知事選挙関係の１１議

案でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、委員長お願いします。

委員長 改めましておはようございます。
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（委員長あいさつ）

それではまず、次第の２「会議録について」でございます。

前回の会議録を、議案とあわせて配布していますが、訂正等

はありますか。

委 員 （なし）

委員長 それでは会議録を原案どおり承認し、会議終了後に署名した

いと思います。

それでは、次に次第の３「議事」に入らせていただきます。

第５８号議案「選挙運動用ビラ証紙の地紋の決定について」

及び第５９号議案「政治活動用ポスター証紙の地紋の決定につ

いて」でございますが、関連がありますので一括して事務局よ

り説明をお願いします。

事務局 それでは第５８号議案、第５９号議案につきましては、関連

がございますので、あわせてご説明いたします。

はじめに、第５８号議案「選挙運動用ビラ証紙の地紋の決

定について」説明いたします。

この案につきましては、公職選挙法第１４２条第７項の規定

により、選挙運動のために使用するビラには当該選挙に関する

事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、証紙を

はらなければ頒布できないとされており、また尾張旭市公職選

挙管理規程第３４条の３においてその様式が規定されており

ます。

また、同規程において選挙運動用ビラの地紋については選挙

の都度、選挙管理委員会で定めると規定されておりますので、



3

今回の市長選挙において、選挙運動用ビラ証紙の地紋を下図の

とおりに定め、色を緑色、規格を縦 1.6cm、横 1.9cm とするも

のでございます。

続きまして、第５９号議案「政治活動用ポスター証紙の地紋

の決定について」説明いたします。

この案につきましては、公職選挙法第２０１条の１１第４項

の規定により、選挙期間中の政治活動用ポスターには当該選挙

に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところによ

り、証紙をはらなければ掲示できないとされており、また尾張

旭市公職選挙管理規程第４５条においてその様式が規定され

ております。

また、同規程において政治活動用ポスター証紙の地紋につい

ては選挙の都度、選挙管理委員会で定めると規定されておりま

すので、今回の市長選挙において、政治活動用ポスター証紙の

地紋を下図のとおりに定め、色を緑色、規格を縦2.5cm、横3.5cm

とするものです。

第５８号議案、第５９号議案については以上です。

委員長 では、第５８号議案及び第５９号議案について、何かご質問

等はございませんか。

委 員 （なし）

委員長 ご質問等ないようですので、採決を取りたいと思います。

第５８号議案及び第５９号議案に賛成の方は挙手をお願い

します。
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委 員 全員挙手（原案可決）

委員長 第５８号議案及び第５９号議案は可決されました。

続きまして、第６０号議案「ポスター掲示場に選挙運動用ポ

スターを掲示できる日の決定について」事務局より説明願いま

す。

事務局 それでは第６０号議案「ポスター掲示場に選挙運動用ポスタ

ーを掲示できる日の決定について」、ご説明いたします。

公職選挙法第１４４条の２第５項の規定により、公職の候補

者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定

め、予め告示する日から、ポスター掲示場にポスターを１枚掲

示することができると規定されておりますので、ポスター掲示

場に掲示できる日を立候補の受付日でございます令和５年１

月８日とし、立候補届が受理された後、掲示することができる

ものと定めようとするものでございます。

第６０号議案の説明は以上です。

委員長 では、第６０号議案について、何かご質問等はございません

か。

委 員 （なし）
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委員長 ご質問等ないようですので、採決を取りたいと思います。

第６０号議案に賛成の方は挙手をお願いします。

委 員 全員挙手（原案可決）

委員長
第６０号議案は可決されました。

続きまして、第６１号議案「投票管理者及びその職務を代理

すべき者の選任について」事務局より説明願います。

事務局 第６１号議案「投票管理者及びその職務を代理すべき者の選

任について」説明いたします。

この案につきましては、公職選挙法第３７条第２項及び同法

施行令第２４条第１項の規定により、令和５年１月１５日執行

の市長選挙において、各投票所で投票に関する事務を担任する

投票管理者と、投票管理者が欠けた場合にその職務を代理すべ

き者を別紙の一覧のとおり選任しようとするものでございま

す。

投票管理者は市の職員で課長補佐相当職以上の者を、職務代

理者は係長職員を充ててございます。

第６１号議案の説明は、以上です。

委員長 では、第６１号議案について、何かご質問等はございません

か。



6

委 員 （なし）

委員長 ご質問等ないようですので、採決を取りたいと思います。

第６１号議案に賛成の方は挙手をお願いします。

委 員 全員挙手（原案可決）

委員長 第６１号議案は可決されました。

続きまして、第６２号議案「投票立会人の選任について」に

ついて、事務局より説明をお願いします。

事務局 第６２号議案「投票立会人の選任について」、ご説明いたし

ます。

公職選挙法第３８条第１項の規定により、市の選挙管理委員

会は選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て２人以上５

人以下の投票立会人を選任しなければならないとされており

ますので、今回の市長選挙において、別紙の一覧のとおり投票

立会人を選任しようとするものでございます。

選任につきましては、各投票区に２人とし、原則、前半・後

半の２交代制として午後１時３０分に交代することとしてい

ますので、全部で８４名の方に投票の立会をお願いすることに

なります。

第６２号議案の説明は、以上です。
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委員長 では、第６２号議案について、何かご質問等はございません

か。

委 員 （なし）

委員長 ご質問等ないようですので、採決を取りたいと思います。

第６２号議案に賛成の方は挙手をお願いします。

委 員 全員挙手（原案可決）

委員長 第６２号議案は可決されました。

続きまして、第６３号議案「期日前投票所の投票管理者及び

その職務を代理すべき者の選任並びにその者が職務を行うべ

き日について」、事務局から説明をお願いします。

事務局 それでは、第６３号議案「期日前投票所の投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者の選任並びにその者が職務を行うべき

日について」、ご説明いたします。

この案につきましては、公職選挙法第４８条の２第５項の読

替規定による同法第３７条第２項の規定により、期日前投票所

の投票管理者を、選挙権を有する者の中から、公職選挙法施行

令第２４条第１項の規定により、その職務を代理すべき者を選

挙権を有する者の中から、市の選挙管理委員会が選任すること
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になっております。従いまして、今回の市長選挙における期日

前投票所の投票管理者及びその職務代理者を別紙一覧のとお

り選任しようとするものでございます。

投票管理者は市の職員で課長補佐相当職以上の者、職務代理

者は選挙管理委員会職員を選任してございます。

第６３号議案の説明は以上でございます。

委員長 では、第６３号議案について、何かご質問等はございません

か。

委 員 （なし）

委員長 ご質問等がないようですので、採決を取りたいと思います。

第６３号議案に賛成の方は挙手をお願いします。

委 員 全員挙手（原案可決）

委員長 第６３号議案は可決されました。

続きまして、第６４号議案「期日前投票所の投票立会人の選

任について」、事務局から説明をお願います。
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事務局 それでは、第６４号議案「期日前投票所の投票立会人の選任

について」、ご説明いたします。

この案につきましては、公職選挙法第４８条の２第５項の読

替規定による同法第３８条第１項の規定により、市の選挙管理

委員会は、期日前投票所において、選挙権を有する者の中から、

本人の承諾を得て、２人の投票立会人を選任しなければならな

いとされております。このため、今回の市長選挙における期日

前投票所の投票立会人を別紙の一覧のとおり選任しようとす

るものでございます。

第６４号議案の説明は以上でございます。

委員長 では、第６４号議案について、何かご質問等はございません

か。

委 員 （なし）

委員長 ご質問等ないようですので、第６４号議案に賛成の方は挙手

をお願いします。

委 員 全員挙手（原案可決）
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委員長 第６４号議案は可決されました。

続きまして、愛知県知事選挙関係の第６５号議案から第６８

号議案ですが、先ほど議決を得た、市長選挙関係の第６１号議

案から第６４号議案と内容が重複しますので、併せて事務局か

ら説明を願います。

事務局
第６５号議案から第６８号議案について説明します。

これらの案につきましては、先に説明した市長選挙関係の第

６１号議案から第６４号議案と同様の内容となり、愛知県知事

選挙における選任の議案となります。

それぞれの選任者については、各議案別紙一覧のとおりで

す。

説明は以上です。

委員長 では、第６５号議案から第６８号議案について、何かご質問

等はございませんか。

委 員 （なし）

委員長 ご質問等ないようですので、第６５号議案から第６８号議案

に賛成の方は挙手をお願いします。
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委 員 全員挙手（原案可決）

委員長 第６５号議案から第６８号議案は可決されました。

本日の議題はこれで以上ですが、事務局から何かあります

か。

事務局 報告事項

〇 市長選挙の標語及び啓発ポスターについて

〇 投票済証について

〇 旭野高校との選挙啓発活動等における連携について

〇 次回以降の日程確認

委員長 それでは、これで選挙管理委員会を閉じさせていただきま

す。


